
退
職
（
失
業
）
時
に
は
、
国

民
年
金
の
届
出
が
必
要
で
す

　

20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
人

は
、
国
民
年
金
に
加
入
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
た
め
、会
社
を
退
職
さ

れ
た
場
合
に
は
、第
２
号
被
保
険

者（
厚
生
年
金
）か
ら
第
１
号
被

保
険
者（
国
民
年
金
）へ
の
変
更

の
届
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
第
３
号
被
保
険
者

（
第
２
号
被
保
険
者
に
扶
養
さ

れ
て
い
る
配
偶
者
）
で
あ
っ
た

人
に
つ
い
て
も
、
第
３
号
被
保

険
者
か
ら
第
１
号
被
保
険
者
へ

の
変
更
の
届
出
が
必
要
で
す
。

▽
届
出
先
‥
住
民
課
ま
た
は
年

金
事
務
所

▽
持
参
物
‥
年
金
手
帳
、
印
鑑

▽
令
和
元
年
度
の
保
険
料
額

定
額
月
額
／
１
６
，
４
１
０
円

■問
広
島
南
年
金
事
務
所
☎
253
‐

７
７
１
０
、
住
民
課
保
険
年
金

グ
ル
ー
プ
☎
820
‐
５
６
０
４

退
職
（
失
業
）
時
に
は
特
例

免
除
制
度
が
あ
り
ま
す

　

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困

難
な
場
合
に
は
、
申
請
に
よ
っ

て
保
険
料
の
納
付
が
免
除
さ
れ

広
島
県
思
い
や
り
駐
車
場

利
用
証
の
交
付
に
つ
い
て

　

広
島
県
で
は
、
県
内
の
公
共

施
設
や
商
業
施
設
な
ど
に
設
置

さ
れ
た
身
体
障
害
者
等
用
駐
車

場
（
車
い
す
マ
ー
ク
が
あ
る
駐

車
場
）
を
適
正
に
利
用
し
て
い

た
だ
く
た
め
、
障
害
の
あ
る
人

な
ど
歩
行
困
難
な
人
に
利
用
証

を
交
付
し
て
い
ま
す
。

■対
身
体
障
害
者
（
区
分
、
等
級

に
よ
り
制
限
が
あ
り
ま
す
。）

知
的
障
害
者（
Ⓐ
・
Ａ
）、精
神
障

害
者（
１
級
）、難
病
患
者
、高
齢

者（
要
介
護
度
１
以
上
）、妊
産

婦
・
け
が
人
な
ど
で
歩
行
が
困

難
な
人

■申
民
生
課
の
ほ
か
、広
島
県
地
域

福
祉
課
、各
厚
生
環
境
事
務
所
、

各
市
町
の
窓
口
で
の
受
付・交
付

を
行
い
ま
す
。（
手
数
料
は
無
料
）

■持
障
害
者
手
帳
な
ど
の
証
明
書
類

■問
広
島
県
地
域
福
祉
課
☎
513
‐

３
１
４
４
、

223
‐
３
５
７
２

民
生
課
☎
820
‐
５
６
３
５

855

‐
０
１
５
５

成
年
後
見
制
度
に
つ
い
て

「
〜
診
断
書
書
式
の
改
定
と

本
人
情
報
シ
ー
ト
の
導
入
〜
」

　

成
年
後
見
制
度
と
は
、
認
知

症
、
知
的
障
害
な
ど
の
理
由
で

判
断
能
力
が
十
分
で
は
な
い
人

に
つ
い
て
、
権
利
を
守
る
援
助

者
（
後
見
人
等
）
を
選
び
、
法

律
的
に
支
援
す
る
制
度
で
す
。

　

平
成
31
年
4
月
か
ら
次
の
通

り
運
用
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。

○
診
断
書
書
式
の
改
定

　

財
産
管
理
能
力
の
確
認
に
偏

り
す
ぎ
て
い
た
判
断
能
力
に
つ

い
て
の
診
断
書
の
記
載
を
よ
り

的
確
な
表
現
に
す
る
と
と
も

に
、
判
定
の
根
拠
を
具
体
的
に

記
載
す
る
欄
を
設
け
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
判
断
能
力
の
程

度
を
一
層
的
確
に
確
認
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

○
本
人
情
報
シ
ー
ト
の
導
入

　

本
人
の
日
常
生
活
に
お
い
て

で
き
る
こ
と
や
支
援
が
必
要
な

こ
と
な
ど
を
記
載
す
る
「
本
人

情
報
シ
ー
ト
」
が
導
入
さ
れ
ま

し
た
。
こ
の
シ
ー
ト
は
、
手
続

き
の
様
々
な
場
面
で
資
料
と
し

て
活
用
さ
れ
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
裁
判
所
ウ
ェ
ブ

▽
協
力
機
関

　

こ
の
フ
ァ
イ
ル
の
提
示
に
ご

協
力
い
た
だ
け
る
機
関
に
は
、

左
の
シ
ー
ル
が
入
口
な
ど
に

貼
っ
て
あ
り
ま
す
。

■問
民
生
課
☎
820
‐
５
６
３
５

就
学
前
障
害
児
の
発
達
支
援

の
無
償
化
に
つ
い
て
ご
案
内

　

10
月
か
ら
就
学
前
障
害
児
の

発
達
支
援
の
無
償
化
が
始
ま
り

ま
す
。

る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

通
常
の
免
除
申
請
で
は
、
申

請
者
本
人
、
配
偶
者
、
世
帯
主

の
前
年
所
得
が
審
査
の
対
象
と

な
り
ま
す
が
、「
特
例
免
除
制

度
」
で
は
、
退
職
（
失
業
）
さ

れ
た
人
の
所
得
は
、
審
査
対
象

か
ら
除
外
さ
れ
ま
す
の
で
、
免

除
が
受
け
や
す
く
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、免
除
制
度
を
利
用
す
る

と
、①
免
除
さ
れ
た
期
間
は
老
齢

基
礎
年
金・
老
齢
厚
生
年
金
の
受

給
資
格
期
間
の
10
年
に
算
入
さ
れ

ま
す
。②
免
除
さ
れ
た
期
間
は
老

齢
基
礎
年
金
の
二
分
の
一
の
年
金

額
が
保
障
さ
れ
ま
す
。③
万
一
、障

害
や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮
の
事
故

が
発
生
し
た
と
き
に
は
、障
害
基

礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
を
受

け
取
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
の
受

給
資
格
期
間
に
算
入
さ
れ
ま
す
。

▽
届
出
先
‥
住
民
課
ま
た
は
年

金
事
務
所

▽
持
参
物
‥
年
金
手
帳
、
雇
用

保
険
受
給
資
格
者
証
の
写
し
や

雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
喪
失

確
認
通
知
書
な
ど
、
失
業
し
て

い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
公
的

機
関
の
証
明
の
写
し

■問
広
島
南
年
金
事
務
所
☎
253
‐

７
７
１
０
、
住
民
課
保
険
年
金

グ
ル
ー
プ
☎
820
‐
５
６
０
４

「
サ
ポ
ー
ト
フ
ァ
イ
ル
」
の

配
付
に
つ
い
て

　

障
害
の
あ
る
お
子
さ
ん
の
保

護
者
が
、お
子
さ
ん
の
日
々
の
様

子
や
病
院
、学
校
、福
祉
施
設
な

ど
で
受
け
た
支
援
内
容
を「
記

録・保
管
」し
、関
係
機
関
に
説
明

す
る
際
に
活
用
す
る「
サ
ポ
ー
ト

フ
ァ
イ
ル
」を
配
付
し
て
い
ま
す
。

　
「
サ
ポ
ー
ト
フ
ァ
イ
ル
」は
、お

子
さ
ん
が
乳
幼
児
か
ら
成
人
す

る
ま
で
の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
を

通
し
て
、成
長
過
程
や
支
援
内
容

を
記
録
す
る
も
の
で
、関
係
機
関

に
同
じ
説
明
を
繰
り
返
し
て
行

わ
な
く
て
も
、フ
ァ
イ
ル
の
提
示

に
よ
り
正
確
な
情
報
を
伝
達
し
、

一
貫
し
た
支
援
を
受
け
ら
れ
る

よ
う
に
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

▽
記
入
で
き
る
内
容

・
生
育
歴
な
ど
支
援
の
基
本
と

な
る
情
報

・
睡
眠
、
食
事
な
ど
支
援
の
際
の

各
時
期
の
特
性
を
考
慮
し
た
情
報

・
ア
レ
ル
ギ
ー
な
ど
緊
急
時
の

対
応
に
必
要
な
情
報　
　

な
ど

■対
知
的
障
害・発
達
障
害
な
ど
が
あ

り
支
援
が
必
要
な
人
の
保
護
者（
療

育
手
帳
の
有
無
は
問
い
ま
せ
ん
）

■￥
無
料

▽
配
付
場
所
‥
民
生
課

サ
イ
ト
内
の
「
後
見
ポ
ー
タ

ル
サ
イ
ト
」（http://w

w
w
.

courts.go.jp/koukenp/

）
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

■問
高
齢
者
支
援
課
☎
820
‐
５
６

０
５

発
達
障
害
福
祉
月
間

 

図
書
館
特
別
展
示

〜「
発
達
障
害
」っ
て
な
ん
だ
ろ
う
？
〜

　

毎
年
9
月
は
、
発
達
障
害
福

祉
月
間
で
す
。

　

発
達
障
害
と
は
、
広
汎
性
発

達
障
害
（
自
閉
症
な
ど
）、
学

習
障
害
、
注
意
欠
陥
多
動
性
障

害
な
ど
、
脳
機
能
の
発
達
に
関

係
す
る
障
害
で
す
。
発
達
障
害

の
あ
る
子
ど
も
は
、
他
人
と
の

関
係
づ
く
り
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
な
ど
が
と
て
も
苦
手
で

す
が
、
優
れ
た
能
力
が
発
揮
さ

れ
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
周
り

か
ら
見
て
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
様

子
が
理
解
さ
れ
に
く
い
障
害
で

す
。

　

発
達
障
害
の
人
た
ち
が
個
々

の
能
力
を
伸
ば
し
、
社
会
の
中

で
自
立
し
て
い
く
た
め
に
は
、

子
ど
も
の
う
ち
か
ら
の
「
気
づ

き
」
と
「
適
切
な
サ
ポ
ー
ト
」、

そ
し
て
、
発
達
障
害
に
対
す
る

▽
対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス

・
児
童
発
達
支
援

・
医
療
型
児
童
発
達
支
援

・
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援

・
保
育
所
等
訪
問
支
援

・
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設

・
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設

▽
対
象
と
な
る
期
間

　

満
三
歳
に
な
っ
て
初
め
て
の

４
月
１
日
か
ら
３
年
間
で
す
。

※
利
用
者
負
担
以
外
の
費
用

（
医
療
費
や
、
食
費
等
の
現
在

実
費
で
負
担
し
て
い
る
も
の
）

は
引
き
続
き
支
払
い
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。

※
幼
稚
園
、保
育
園
、認
定
こ
ど

も
園
な
ど
、上
記
サ
ー
ビ
ス
の
両

方
を
利
用
す
る
場
合
は
、両
方
と

も
無
償
化
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

■問
民
生
課
☎
820
‐
５
６
３
５

私
た
ち
一
人
一
人
の
理
解
が
必

要
で
す
。

　

こ
れ
に
関
連
し
て
、
９
月
３

日
㈫
か
ら
９
月
27
日
㈮
ま
で
の

間
、
町
立
図
書
館
に
お
い
て
発

達
障
害
に
関
す
る
特
別
展
示
を

行
い
ま
す
。
発
達
障
害
に
関
す

る
理
解
を
深
め
る
た
め
の
パ
ネ

ル
展
示
や
関
連
図
書
の
紹
介
の

ほ
か
、
町
内
の
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
所
の
紹
介
コ
ー
ナ
ー

も
設
け
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ

ひ
、
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
次
の
日
時
に
発
達
障

害
に
関
す
る
相
談
を
受
け
付
け

ま
す
の
で
、
気
軽
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

■問
民
生
課
☎
820
‐
５
６
３
５

平
成
31
年
度
障
害
者
合
同

面
接
会
の
開
催
に
つ
い
て

　

障
害
者
雇
用
へ
の
理
解
と
認

識
を
深
め
る
と
と
も
に
障
害
者

の
雇
用
機
会
を
確
保
し
、
障
害

の
あ
る
求
職
者
が
よ
り
多
く
の

企
業
と
出
会
う
場
と
し
て
、
障

害
者
合
同
面
接
会
を
開
催
し
ま

す
。

■時
10
月
18
日
㈮　

午
後
１
時
〜

４
時

■所
広
島
県
総
合
体
育
館
「
大
ア

リ
ー
ナ
」（
広
島
市
中
区
基
町

４
番
１
号
）

▽
留
意
事
項

　

面
接
会
へ
参
加
す
る
た
め
に

は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ
の
求
職

登
録
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

▽
主
催
等

【
主
催
】広
島
労
働
局
・
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
（
公
共
職
業
安
定
所
）

（
広
島
、
広
島
東
、
広
島
西
条
、

竹
原
、
呉
、
可
部
、
廿
日
市
、

大
竹
）

【
共
催
】
広
島
県
、
広
島
市
、

独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・

求
職
者
支
援
機
構　

広
島
支
部

■問
広
島
東
公
共
職
業
安
定
所

（
広
島
市
東
区
光
が
丘
13
番
７

号
）
☎
554
‐
６
９
０
５

 

（
民
生
課
）

時 所 備考
19日（木）
10：00～11：00
15：00～16：00

町立図書館 予約不要
■￥無料

利
用
証
を
ル
ー
ム
ミ
ラ
ー
な
ど
に
掲

示
し
て
駐
車
し
て
く
だ
さ
い
。

時　期 対象者

10月１日～
2020年３月31日

誕生日が
2013年４月２日～
2016年４月１日
までの児

2020年４月１日～
2021年３月31日

誕生日が
2014年４月２日～
2017年４月１日
までの児

認知症カフェ情報▼認知症の人や、その家族、支援者が集い、自由に話せる場所です。
み ら い■時９月17日（火）13：30～16：00■￥200円■所くまの・みらい交流館
ぱたから■時10月２日（水）13：30～16：00■￥200円■所中溝コミュニティセンター

利用証

広島県

思い
やり  駐  車  場

－ 7 －　－ Public Information: ＫＵＭＡＮＯ－　'19/９月号 － Public Information: ＫＵＭＡＮＯ－　'19/９月号　－ 6 －


